


１．入居申込できる方
●保険者が守山市で守山市在住の方
（申込時点で３ヶ月以上市内に住所を有する方）

●要介護認定の結果、要介護３～５と認定された方
（自立や要支援１､２の方は入居不可・要介護１．２の方は、特例理由により入所判定）

●在宅での介護が困難となられた方
※医療行為が必要な方につきましては、申し訳ございませんが
お引き受けできない場合があります。

２．申込方法
必要書類をご持参ください

＜入居申込に必要な書類＞
●入居申込書（指定様式）
●生活状況票（指定様式）
●健康保険証の写し
●介護保険被保険者証の写し
●障碍者手帳等の写し
●住民票の写し

●過去3ヵ月間の「サービス利用表」の写し
●要介護１．２の方は、「特例入所申込理由書」

３．入居者の選考方法
入居申込者への面接若しくは状況の確認を行った上で、

入居者の選考に係る委員会を開催し、合議制により
入居内定者を選考します。
（特別養護老人ホーム入所ガイドラインに基づく）

４．入居契約

入居内定の方は、重要事項説明書に同意の上、
入居契約を締結することとなります。

５．ご入居

ご本人、身元引受人（ご家族）と相談させていただき
入居日を決めさせていただきます。

問合せ先・書類提出先
守山市大門町２８４

社会福祉法人友愛 カナリヤの家 大門
TEL077-584-4710 FAX077-584-4712


